
就労資格について
（特定技能関係）

本日の流れ
１ 在留資格全般について
２ 在留カードについて
３ 特定技能制度について
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YKHHWA
テキストボックス
議題１



１ 在留資格
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２ 在留カード
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書により指定された就労活動のみ可」

（在留資格「特定活動」）
③「就労制限なし」
④「就労不可」

①「許可（原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。）」
（複数のアルバイト先がある場合には、その合計が 週28時間以内で
なければなりません。）
②「許可（「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、 「技能」に
該当する活動・週28時間以内）」
（地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要がありま
す。）
③「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」
（資格外活動許可書を確認してください。）

3



在留カード（参考）
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３ 特定技能制度
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特定技能１号の対象分野及び業務区分一覧
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技術・人文知識・国際業務
・自然科学又は人文科学の分野に属する
学術上の素養を背景とする一定水準以上
の業務、技術又は知識がなければできな
い業務に従事する活動
・外国の文化に基盤を有する思考又は感
受性を必要とする業務に従事する活動

⇒特定技能２号と同等以上の技能水準

7

技能実習
技能実習法第８条第１項の認定を受けた
同項に規定する技能実習計画に基づいて、
講習を受け、及び技能等に係る業務に従
事する活動

⇒技能水準なし

特定技能の技能水準
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特定技能１号と２号の比較
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１号特定技能外国人支援計画（支援計画）

10



11

支援計画の概要
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過去に提出した申請情報

1 － ○
※申請結果（在留資格認定証明書等）の

返送に使用するもの。
有 無 有 無

2 － △

※複数の外国人について、同一の受入れ

機関で受け入れ、同時に申請する場合は

必要。

有 無 有 無

3 － ○

※該当書類

 ①第１表（表紙を含む）

 ②第２表の１～３のいずれか

 ③第３表の１～１６のいずれか

有 無 有 無

4
別記第6号の

3様式
○

※申請前６か月以内に正面から撮影され

た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真

（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、写真の裏面に申

請人の氏名を記載。）の貼付が必要。

有 無 有 無

参考様式

第1-4号
△

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

（２）賃金規程の写し － △

※賃金規程に基づき報酬を決定した場合

は必要。

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

6
参考様式

第1-5号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-6号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-6号別紙
○

※申請人が十分に理解できる言語での記

載が必要。
有 無 有 無

－ △
※１年単位の変形労働時間制を採用して

いる場合は必要。
有 無 有 無

－ △
※１年単位の変形労働時間制を採用して

いる場合は必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-16号
△

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。

有 無 有 無

－ △

※雇用契約の成立をあっせんする者がい

る場合は必要。

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

参考様式

第1-3号
○

※参考様式の検診項目を全て網羅してい

るものが必要。

※外国語で作成されている場合は、日本

語訳も必要。

有 無 有 無

参考様式

第1-3号別紙
○ ※健康診断受診後に作成。 有 無 有 無

10
参考様式

第1-17号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

11
参考様式

第1-25号
△

※支援計画の実施の全部を登録支援機関

に委託する場合は必要。
有 無 有 無

12 － △

※対象の国籍は、カンボジア、ベトナム

（令和７年９月現在。）。

※詳細は入管庁HPを参照。

https://www.moj.go.jp/isa/applicatio

ns/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

有 無 有 無

提出

の

要否

番号 官用欄

提出確認欄

留意事項 ○を

記載

（１）雇用条件書の写し

（２）賃金の支払の写し

「特定技能１号」に係る提出書類一覧表

（在留資格認定証明書交付申請用）

（２）職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイ

ト（厚生労働省職業安定局ホームページ）」の画面を印

刷したもの。

8

5

（３）申請人が十分に理解できる言語が併記された年間

カレンダーの写し

（４）１年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

（１）特定技能外国人の報酬に関する説明書

7

二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書

類

（１）健康診断個人票

（２）受診者の申告書

登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

１号特定技能外国人支援計画書

＜第１表＞
申請人に関する必要書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請）   ＜第１表

＞

9

申請人名簿

必要書類

様式番号

又は

発行機関

宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付し

た返信用封筒（簡易書留）又はレターパックプラス

在留資格認定証明書交付申請書

（１）雇用の経緯に係る説明書

特定技能雇用契約書の写し
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過去に提出した申請情報

1
参考様式

第1-11-1号
○ 有 無 有 無

①過去２年間に入

管法別表第１の１

の表、２の表及び

５の表の上欄の在

留資格をもって在

留する中長期在留

者の受入れ又は管

理を適正に行った

実績があり、か

つ、役員又は職員

の中から、支援責

任者及び外国人に

特定技能雇用契約

に基づく活動をさ

せる事業所ごとに

１名以上の支援担

当者を選任してい

る場合

受け入れた中長期在留者リスト
参考様式

第1-11-2号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

生活相談業務を行った中長期在

留者リスト

参考様式

第1-11-3号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

支援責任者の履歴書
参考様式

第1-20号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

支援担当者の履歴書
参考様式

第1-22号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

①又は②の者と同程度に支援業

務を適正に実施することができ

る者であることの説明書

－ △

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

上記説明書の立証資料 － △

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

特定技能所属機関概要書

2

①

～

③

の

い

ず

れ

か

該

当

す

る

書

類

が

必

要

②役員又は職員で

あって過去２年間

に入管法別表第１

の１の表、２の表

及び５の表の上欄

の在留資格をもっ

て在留する中長期

在留者の生活相談

業務に従事した経

験を有するものの

中から、支援責任

者及び外国人に特

定技能雇用契約に

基づく活動をさせ

る事業所ごとに１

名以上の支援担当

者を選任している

場合

③①又は②と同程

度に支援業務を適

正に実施すること

ができる者として

認められる役員又

は職員の中から、

支援責任者及び外

国人に特定技能雇

用契約に基づく活

動をさせる事業所

ごとに１名以上の

支援担当者を選任

している場合

所属機関に関する必要書類（特定技能１号・法人） ＜第２表の２＞

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。

番号 必要書類

様式番号

又は

発行機関

提出

の

要否

留意事項

提出確認欄

官用欄○を

記載

3 法務局 ○ 有 無 有 無

4 市区町村 ○
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の

記載があるものが必要。
有 無 有 無

5
参考様式

第1-23号
△

※特定技能外国人の受入れに関する業務

執行に関与しない役員がいる場合は必

要。

有 無 有 無

6 労働局 ○ 有 無 有 無

7

日本年金機構

又は

年金事務所

○

※２０２５年４月申請の場合は、２０２

３年３月～２０２５年２月分が必要。

※納付や換価の猶予を受けている場合

で、社会保険料納入状況照会回答票にそ

の旨の記載がないときは、納付の猶予許

可通知書又は換価の猶予許可通知書の写

しも必要。

有 無 有 無

8 税務署 ○

※該当税目

 ①源泉所得税及び復興特別所得税

 ②法人税

 ③消費税及び地方消費税

※納税の猶予又は納付受託の適用を受け

ている場合は、当該適用がある旨の記載

がある納税証明書及び未納がある税目に

ついての納税証明書（その１）も必要。

有 無 有 無

9 市区町村 ○

※納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶

予又は納付受託）の適用を受けている場

合で、当該適用を受けていることが納税

証明書に記載されていないときは、当該

適用に係る通知書の写しも必要。

有 無 有 無直近１年度分の法人住民税の納税証明書

登記事項証明書

業務執行に関与する役員の住民票の写し

特定技能所属機関の役員に関する誓約書

労働保険料等納付証明書（未納なし証明）

以下のいずれかの書類

・社会保険料納入状況回答票

・申請日の属する月の前々月までの２４か月分の健康保

険・厚生年金保険料領収証書の写し

納税証明書（その３）
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過去に提出した申請情報

①申請人が介護福

祉士養成施設修了

者の場合

介護福祉士養成施設の卒業証明

書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

②申請人がＥＰＡ

介護福祉士候補者

として４年間の在

留期間を満了した

者の場合（ＥＰＡ

介護福祉士候補者

として就労・研修

を３年１０か月以

上修了し、介護福

祉士国家試験につ

いて、合格基準点

の５割以上の得点

があること及び全

ての試験科目群で

得点があること）

直近の介護福祉士国家試験の結

果通知書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

③申請人が技能実

習２号良好修了者

（２年１０か月以

上）の場合

以下のいずれかの書類

・介護技能実習評価試験（専門

級）の実技試験の合格証明書の

写し

・技能実習生に関する評価調書

参考様式

第1-2号

※評価調書の

み

△

※試験免除の対象となる技能実習の職

種、作業は、介護職種、介護作業。

※所属機関が申請人を技能実習生として

受け入れたことがある場合で、技能実習

法の「改善命令」や旧制度の「改善指

導」を過去１年以内に受けていないとき

は省略可。

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

※技能実習生に関する評価調書の発行が

受けられない場合は、申請前に地方出入

国在留管理局に要相談。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

介護技能評価試験の合格証明書

の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

介護日本語評価試験の合格証明

書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

以下のいずれかの書類

・日本語能力試験（Ｎ４以上）

の合格証明書の写し

・国際交流基金日本語基礎テス

トの判定結果通知書の写し

－ △

※職種・作業にかかわらず技能実習２号

良好修了者（２年１０か月以上）の場合

は省略可であるが、技能実習２号良好修

了者であることを証明する書類が必要。

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

2
分野参考様式

第1-1号
○ 有 無 有 無

3
分野参考様式

第1-2号
○ 有 無 有 無

4 協議会 ○
※裏面に就業場所の事業所名や種別コー

ド等が記載されているものが必要。
有 無 有 無

協議会の構成員であることの証明書（特定技能所属機

関）

介護分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請） ＜第３表の１＞

番号 必要書類
様式番号又は

発行機関

提出

の

要否

留意事項

提出確認欄

官用欄○を

記載

1

①

～

④

の

い

ず

れ

か

該

当

す

る

書

類

が

必

要

④申請人が①～③

のいずれにも該当

しない場合

介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約

書

介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
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在留諸申請の際に独自の提出書類のある国
カンボジア

提出時期：在留資格認定証明書交付申請時 、在留資格変更許可申請時
提出書類：登録証明書
対象者：すべてのカンボジア国籍の方

タイ
提出時期：在留資格変更許可申請時
提出書類 : 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書
対象者：日本に在留しているタイ国籍の方で、技能実習２号又は技能実習３号を修了した後に、「特定技能１号」

への在留資格変更許可申請をする方

ベトナム
（１）提出時期：在留資格認定証明書交付申請時

提出書類 :ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局（ＤＯＬＡＢ）作成の推薦者表
対象者：すべてのベトナム国籍の方

（２）提出時期：在留資格変更許可申請時
提出書類 :駐日ベトナム大使館労働管理部作成の推薦者表
対象者：技能実習２号又は３号の修了者（修了見込みの方を含む）

日本国内において２年以上の課程を修了した留学生（修了見込みの方を含む）
（※）「留学」の在留資格の方で上記に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類

（卒業証明書等）を提出してください。
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通算在留期間…「特定技能１号」は原則５年以内
通算在留期間に含まれる期間〇

• 「特定技能１号」で在留中の就労していない期間
• 再入国許可による出国期間（みなし再入国許可による出国期間も含む。）
• 「特定技能１号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
• 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定技能外国人のうち、一定の要件

を満たすものについては、当分の間、５年を超えて在留することについて相当の理
由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が６年となります。

通算在留期間に含まれない期間×
• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむ

を得ない事情により再入国することができなかった期間
• 産前産後休業期間・育児休業期間
• 病気・怪我による休業期間（注）

（注）休業期間は、連続した１か月を超える期間である必要があります。
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通算在留期間の確認方法
開示請求により、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。
開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求

の詳細については、入管庁ホームページの「出入（帰）国記録に係る開示請求について」を御確認ください。
なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであ

り、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出
（又は送付）してください。

地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは
一切受け付けていないため御留意願います。

31

開示請求書等の提出先及び問い合わせ先
提出先 : 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
所在地 : 〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷１－６－１ 四谷タワー１３Ｆ
電話 : ０３－５３６３－３００５
窓口/電話受付時間 : 午前９時から午後５時まで（土・日・祝・年末年始は休庁）



「特定技能」関係の特定活動
在留資格：「特定活動（「特定技能1号（又は２号）」への移行準備）」
目 的：在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行

のための準備に時間を要する場合に、「特定技能１号（又は２号）」で就労を予
定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うため

期 間：６月
必要書類：申請書 雇用契約書及び雇用条件書等の写し 説明書 技能試験及び

日本語能力試験合格証等(※）

※日本語能力試験に係る書類は「特定技能１号」へ移行を希望する場合のみ提出が必要。
※在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、１回限り認
められます。
※「特定活動（「特定技能１号」への移行準備）」で在留した期間は、「特定技能(1号)」
の通算在留期間に含まれます。
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